






















津市告示第３５号 

 下記の者の充当通知書は、住所居所不明のため、送達することができないの

で、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２３年２月１７日 

津市長 松 田 直 久  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○○ ○○ 充当通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 





津市告示第３７号 

 下記の者に対する差押調書、配当計算書及び充当通知書は、住所居所不明の

ため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示

送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２３年２月２２日 

津市長 松 田 直 久  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○

○○○ ○○○○ 差押調書、配当計算書及

び充当通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第３８号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４

２年政令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権

で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができる。 

また、この異議申立てに対する決定書を受け取った日の翌日から起算して３

０日以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができる。 

なお、次のいずれかに該当するときは、当該異議申立てについての決定を経

ないで、審査請求をすることができる。 

⑴ 異議申立てをした日の翌日から起算して３箇月を経過しても決定がない

とき。 

⑵ その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由がある

とき。 

平成２３年２月２３日 

津市長 松 田 直 久 

１ 職権消除した住民票 

  住  所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  氏  名 〇〇 〇〇 

  生年月日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２ 消除した年月日 

  平成２３年２月２３日 





津市告示第４０号 

 下記の者に対する平成２２年度市県民税３期目及び４期目の督促状は、住所

居所不明のため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定

により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２３年２月２５日 

津市長 松 田 直 久  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○ ○○○○○○○○○

○○○○○○ 

○○ ○○ 平成２２年度市県民税

３期目及び４期目の督

促状 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 































津市選挙管理委員会告示第９号

 平成２３年３月１日執行の雲出井土地改良区総代会総代選挙におけ

る選挙長及び選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、

その職務を代理すべき者を次のとおり選任したので、土地改良法施行

令（昭和２４年政令第２９５号）第８条第７項の規定により告示する。

  平成２３年２月２２日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

１ 選挙長 

選挙区 住     所 氏  名 

第１選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小田 孝義 

第２選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 井端  茂 

第３選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 畑   幸 

第４選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 服部  勛 

第５選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 佐藤 研一 

第６選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 原田 一夫 

２ 選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職

務を代理すべき者 

選挙区 住     所 氏  名 

第１選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 村木 義晃 

第２選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 稲葉 和久 

第３選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 青木 康昭 

第４選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鎌田 芳明 

第５選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 井上 常雄 

第６選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木  功 



津市選挙管理委員会告示第１０号

 平成２３年３月１日執行の雲出井土地改良区総代会総代選挙におけ

る選挙立会人を次のとおり選任したので、土地改良法施行令（昭和２

４年政令第２９５号）第８条第７項の規定により告示する。

  平成２３年２月２２日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

  選挙立会人

選挙区 住     所 氏  名

第１選挙区
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 天野 正敏

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小田 峯一

第２選挙区
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林 長作

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上野  博

第３選挙区
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中  忠

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 倉田 文生

第４選挙区
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 原田 文春

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 太田 泰弘

第５選挙区
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 井上 重徳

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 稲垣 典洋

第６選挙区
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 鈴木  潤

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 木下 善長








